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第７章－著作権局

第７０１条　　著作権局：一般的任務および組織

第７０２条　　著作権局規則

第７０３条　　著作権局の処分の発効日

第７０４条　　著作権局に納付された物品の保管および処分

第７０５条　　著作権局の記録：作成、保存、公の閲覧および調査

第７０６条　　著作権局の記録の謄本

第７０７条　　著作権局の書式および発行物

第７０８条　　著作権局の手数料

第７０９条　　郵便その他の業務の中断による配達の遅延

第７１０条　　視覚障害者および身体障害者の使用のための複製：任意的使用許諾の書式

および手続

第７０１条　　著作権局第７０１条　　著作権局第７０１条　　著作権局第７０１条　　著作権局：一般的任務および組織：一般的任務および組織：一般的任務および組織：一般的任務および組織

（ａ）本編に基づく管理機能および義務は、特段の定めある場合を除き、連邦議会図書館

著作権局の長たる著作権局長の責任とする。著作権局長は、著作権局の下位公務員

および被用者と共に、連邦議会図書館長がこれを任命し、その指示および監督に従

って行動するものとする。

（ｂ）著作権局長は、本章の他の箇所に定める機能および義務に加え、以下の機能を遂行

する。

（１）著作権、本編に基づき生ずるその他の事項および関連する事項に関する国内

的および国際的問題について、連邦議会に助言すること。

（２）著作権、本編に基づき生ずるその他の事項および関連する事項に関する国内

的および国際的問題について、連邦省庁および司法府に対して情報提供およ

び支援を行うこと。

（３）著作権、本編に基づき生ずるその他の事項および関連する事項に関し、国際

的な政府間機構の会合および外国政府官僚との会合に出席する（行政府当局

の許可を得て合衆国代表団の一員として参加する場合を含む）こと。

（４）著作権、本編に基づき生ずるその他の事項および関連する事項、著作権局の

運営、または法により著作権局に与えられた機能に関する研究およびプログ

ラム（外国の知的財産権担当官庁および国際的な政府間機構と共同で行う教

育的プログラムを含む）を実施すること。

（５）その他、連邦議会が指示する機能または本編に特に定める機能および義務の

遂行にあたって適切な機能を行うこと。

（ｃ）著作権局長は、著作権局が交付する認証付書面を証するために１９７８年１月１日

以後に使用する印章を定めなければならない。
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（ｄ）著作権局長は、前会計年度中の業務および成果について、連邦議会図書館長に対す

る年次報告書を作成しなければならない。著作権局長の年次報告書は、連邦議会図

書館長の年次報告書とは別個にかつその一部として発行されるものとする。

（ｅ）第７０６条（ｂ）およびこれに基づき公布される規則により規定する場合を除き、

著作権局長が本編に基づき行う処分は、修正を含む１９４６年６月１１日の行政手

続法（c. 324, 60 Stat. 237、合衆国法典第５編第５章第２部および第７章）の規定

に服する。

（ｆ）著作権局長は、第５編第５３１４条に基づく幹部職一覧表レベルⅢにつき現行の支

給率に基づく報酬を受ける。連邦議会図書館長は、著作権局長の勧告に従い、著作

権局長補の職を４名以内おくものとする。連邦議会図書館長は、著作権局長との協

議を経て、著作権局長補を任命する。著作権局長補は、第５編第５３３２条に基づ

く一般職一覧表ＧＳ－１８についての最大年間支給率を超えない率における報酬を

受ける。

第７０２条　　著作権局規則第７０２条　　著作権局規則第７０２条　　著作権局規則第７０２条　　著作権局規則

著作権局長は、本編に基づきその責務とされた機能および義務の遂行につき、法に反しな

い規則を定める権限を有する。本編に基づき著作権局長が定める規則は、連邦議会図書館

長の承認を要する。

第７０３条　　著作権局の処分の発効日第７０３条　　著作権局の処分の発効日第７０３条　　著作権局の処分の発効日第７０３条　　著作権局の処分の発効日

著作権局の処分の実行につき本編が期限を定めており、かつ、当該期間の最終日が土曜日、

日曜日、祝日またはコロンビア特別区もしくは連邦政府の非執務日となる場合、当該処分

は、翌執務日に行うことができ、当該期間満了日に効力を生じるものとする。

第７０４条　　著作権局に納付された物品の保管および処分第７０４条　　著作権局に納付された物品の保管および処分第７０４条　　著作権局に納付された物品の保管および処分第７０４条　　著作権局に納付された物品の保管および処分

（ａ）コピー、レコードおよび特定資料（登録が拒絶された主張に関して納付されたもの

を含む）は、第４０７条および第４０８条に基づく納付の後、全て合衆国政府の財

産となる。

（ｂ）発行著作物の場合、納付された全てのコピー、レコードおよび特定資料は、連邦議

会図書館の収蔵物のために、または他の図書館に対する交換もしくは譲渡のために

提供されるものとする。未発行著作物の場合、連邦議会図書館は、著作権局長が定

める規則に基づき、その収蔵物に加えるため、または第４４編第２９０１条に定義

する合衆国国立公文書館もしくは連邦記録センターに譲渡するために、納付物を選
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択することができる。

（ｃ）著作権局長は、特定の分類または一般的な分類の著作物につき、第４０８条に基づ

き納付された資料の全部または一部を原本どおり複製し、また、第（ｂ）節に定め

る連邦議会図書館への移管前または第（ｄ）節に定める資料の廃棄その他の処分前

に、かかる複製物を登録に関する著作権局の記録の一部とする権限を有する。

（ｄ）第（ｂ）節に基づき連邦議会図書館が選択しなかった納付物またはその特定用部分

もしくは複製は、著作権局長および連邦議会図書館長が実際的かつ望ましいと判断

する最長の期間、著作権局の管理の下に保管される（政府保管施設での保管を含む）。

かかる期間満了後、著作権局長および連邦議会図書館長は、その共同の裁量により、

廃棄その他の処分を命じることができる。ただし、未発行著作物の場合、第（ｃ）

節に規定するとおり納付物全体の複製が著作権局の記録の一部とされなければ、納

付物を故意にまたは意図的に廃棄しその他処分してはならない。

（ｅ）第４０８条に基づきコピー、レコードもしくは特定資料を納付した者、または記録

上の著作権者は、著作物に対する著作権の保護期間中、上記の物品を著作権局の管

理の下に保管させることを要求することができる。著作権局長はかかる要求を行い

かつ認めるための手続を規則により定めるものとし、また、要求が認められた場合

に第７０８条（ａ）（１０）に基づき課せられる手数料を定めるものとする。

第７０５条　　著作権局の記録第７０５条　　著作権局の記録第７０５条　　著作権局の記録第７０５条　　著作権局の記録：作成、：作成、：作成、：作成、保存、公の閲覧および調査保存、公の閲覧および調査保存、公の閲覧および調査保存、公の閲覧および調査

（ａ）著作権局長は、全ての納付、登録、登記その他本編に基づき行われる処分の記録を

作成しかつ著作権局に保管し、また、かかる記録の索引を作成しなければならない。

（ｂ）第（ａ）節に定める記録および索引は、完了した著作権登録に関連して納付され著

作権局の管理の下に保管される物品と共に、公の閲覧に供されなければならない。

（ｃ）著作権局に対する要求および第７０８条に定める手数料の支払があれば、著作権局

は、その公式記録、索引および納付物の調査を行い、特定の納付物、登録または登

記された文書に関して開示する情報の報告書を作成しなければならない。

第７０６条　　著作権局の記録の謄本第７０６条　　著作権局の記録の謄本第７０６条　　著作権局の記録の謄本第７０６条　　著作権局の記録の謄本

（ａ）著作権局の公式記録または索引の謄本を作成することができる。著作権登録証明書

および公式記録または索引の謄本は、要求および第７０８条に定める手数料の支払

があった場合に提供することができる。

（ｂ）著作権局の管理の下に保管される納付物品のコピーまたは複製物は、著作権局規則
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に定める条件に基づいてのみ作成しまたは提供することができる。

第７０７条　　著作権局の書式および発行物第７０７条　　著作権局の書式および発行物第７０７条　　著作権局の書式および発行物第７０７条　　著作権局の書式および発行物

（ａ）著作権登録事項の便覧－著作権局長は、全ての著作権登録の便覧を定期的に編集し

発行しなければならない。かかる便覧は、著作物の分類に従って区分されるものと

し、著作権局長は、実行可能性および有用性を根拠に、各区分の公表の書式および

頻度を決定する裁量権を有する。

（ｂ）その他の発行物－著作権局長は、著作権登録申請書および著作権局の機能に関する

一般的情報資料を、要求があれば無料で提供しなければならない。著作権局長はま

た、情報、典拠および著作権局長が公衆にとって価値あるものと判断するその他の

資料の編集物を公表する権限を有する。

（ｃ）発行物の頒布－著作権局の全ての発行物は、第４４編第１９０５条に定める寄託物

図書館に提供され、また、無料で提供されるものとは別に、複製および頒布の費用

に基づく価格にて公衆に販売されなければならない。

第７０８条　　著作権局の手数料第７０８条　　著作権局の手数料第７０８条　　著作権局の手数料第７０８条　　著作権局の手数料1111

（ａ）著作権局に対して、以下の手数料を支払われなければならない。

（１）第４０８条に基づく著作権主張の登録または補完的登録の申請書（登録がな

された場合の登録証明書の交付申請を含む）の提出につき、各２０ドル2。

（２）第３０４条（ａ）に基づく既存の著作権の更新請求の登録の申請書（登録が

なされた場合の登録証明書の交付申請を含む）の提出につき、各２０ドル3。

（３）第４０７条に基づく納付物の受領書の交付につき、４ドル。

（４）第２０５条に基づく１権原に関する著作権譲渡その他の文書の登記につき、

２０ドル4。２権原以上については、１０権原を超えない各権利群ごとに、１

０ドル5。

（５）第１１５条（ｂ）に基づく法定使用許諾を受ける意思の通知の提出につき、

１２ドル。

                                                  
1本条に規定されている手数料の額は、「1989 年著作権手数料および技術的修正法」（Pub.

L.No. 101-318, 104 Stat. 287）および「1992年著作権更新法」（Pub. L. No. 102-307, 106

Stat. 264）によるものである。現行の手数料は、第 708条(b)に従い、連邦規則集第 37巻

第 201.3条に規定されている。
2 2000年 4月現在、著作権主張の登録については 30ドル、補完的登録については 65ドル
3 2000年 4月現在、45ドル（補足がある場合には 60ドル）
4 2000年 4月現在、50ドル
5 2000年 4月現在、15ドル
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（６）第３０２条（ｃ）に基づく無名著作物または変名著作物の著作者の身元を明

らかにする文書の登記、または第３０２条（ｄ）に基づく著作者の死亡に関

する文書の登記につき、１権原に関して２０ドル1。２権原以上については各

２ドル2。

（７）第７０６条に基づく追加の登録証明書の交付につき、８ドル3。

（８）その他の証明書の交付につき、所要時間１時間につき２０ドル4。

（９）第７０５条に定める調査の実行および報告その他の業務につき、所要時間１

時間につき２０ドル5。

　　（１０）多大な時間または費用を要するその他の特別な業務につき、著作権局長が当

該業務提供の費用に基づき設定する手数料。

著作権局長は、著作権局の記録の写しを作成する場合（認証の有無を問わない）の

手数料を、作成費用に基づき設定する権限を有する6。

（ｂ）１９９７年以後の暦年において、著作権局長は、第（ａ）節に定める手数料を、以

下の手順で規則をもって増額することができる。

（１）著作権局長は、申立の登録、文書の登記および業務の提供につき著作権局に

生じた費用の調査を行わなければならない。かかる調査はまた、手数料増額

の時期および予算に従い手数料を使用する権限につき検討しなければならな

い。

（２）著作権局長は、第（１）項に定める調査に基づき、かつ、第（５）項の規定

を条件として、第（ａ）節に定める手数料を、第（１）項に定める業務につ

き著作権局に生じた費用を賄うに必要な程度を超えない額に物価上昇により

予測される費用の増加を考慮した修正額を加えたものに、増額することがで

きる。

（３）第（２）項に基づき設定された手数料は、１ドル以下を切り捨て、また、１

２ドル未満の手数料については、５０セント以下を切り捨てるものとする。

（４）本節に基づき設定された手数料は、公平かつ公正でなければならず、また、

著作権制度の目的を十分に配慮したものでなければならない。

（５）著作権局長は、第（２）項に基づき手数料を増加すべきと判断した場合、手

数料一覧表案を作成し、経済的分析を添えて連邦議会に提出しなければなら

ない。著作権局長が提案した手数料は、手数料一覧表が連邦議会に提出され

てから１２０日後に採用されるが、当該１２０日間に連邦議会が手数料一覧

表を承認しない旨の法律が制定された場合はこの限りでない。

                                                  
1 2000年 4月現在、50ドル
2 2000年 4月現在、15ドル
3 2000年 4月現在、25ドル
4 2000年 4月現在、1時間につき 65ドル
5 2000年 4月現在、1時間につき 65ドル
6 2000年 4月現在、15ページまでは 15ドル、追加の 1ページにつき 50セント
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（ｃ）本条が定める手数料または本条に基づき設定される手数料は、合衆国政府およびそ

の機関、被用者または公務員に適用されるが、比較的少額の臨時または単独の手数

料の場合には、著作権局長は、本節の要件を免除する裁量権を有する。

（ｄ）（１） 第（２）項に定める場合を除き、本条に基づき受領する全ての手数料は、著

作権局長がこれを合衆国財務省に預金し、著作権局の必要経費に割り当てる

ものとする。上記のとおり集金された手数料は、使用されるまで引き出し可

能なものとする。著作権局長は、その定める規則に従って、錯誤により支払

われた金額または本条に基づき要する費用を超えて支払われた金額を返還す

ることができる。

（２）将来の業務につき納付された手数料の場合、著作権局長は、手数料のうち現

在の納付金口座の要件をみたす必要がないと著作権局長が判断する部分につ

いて、合衆国財務省の利子付証券に投資するよう、財務長官に要求しなけれ

ばならない。上記手数料の部分に含まれる資金は、現在の納付金口座の要件

をみたす必要があると判断された場合には、著作権局がいつでも引き出すこ

とのできる証券に投資されなければならない。上記の投資は、合衆国が負担

する既存の取引可能な債務で同時期の満期を有するものの現在の市場価値を

考慮し、著作権局の必要に合致する満期を有すると著作権局長が判断する公

債であって、財務長官が定める率の利息を生じるものに対して行われなけれ

ばならない。

（３）上記の投資による収入は、著作権局の必要経費への割当金に充当されなけれ

ばならない。

第７０９条　　郵便その他の業務の中断による配達の遅延第７０９条　　郵便その他の業務の中断による配達の遅延第７０９条　　郵便その他の業務の中断による配達の遅延第７０９条　　郵便その他の業務の中断による配達の遅延

著作権局長がその規則により要求する証拠を根拠として、郵便その他の運輸または通信業

務の全般的な中断または停止がなければ著作権局が納付物、申請書、手数料その他一定の

期日までに著作権局に送付されるべき物品を適切な時期に受領していたであろうと判断す

る場合、上記業務の中断または停止が解除されたと著作権局長が判断する日から１ヶ月以

内に著作権局が当該物品を現実に受領すれば、期限までに行われたものとみなす。

第７１０条　　視覚障害者および身体障害者の使用のための複製第７１０条　　視覚障害者および身体障害者の使用のための複製第７１０条　　視覚障害者および身体障害者の使用のための複製第７１０条　　視覚障害者および身体障害者の使用のための複製：任意的使用許諾の書式：任意的使用許諾の書式：任意的使用許諾の書式：任意的使用許諾の書式

および手続および手続および手続および手続

著作権局長は、視覚障害者身体障害者部長および連邦議会図書館の関係公務員との協議を

経て、本編第４０８条に基づき特定の区分の非演劇的言語著作物に関する登録申請がなさ

れた時に、著作権者が連邦議会図書館に対して、著作権のある著作物を標準書式に定める

限定的条件に基づいて点字または類似の触知記号を用いて複製し、著作物の朗読をレコー

ドに固定しまたはその双方を行い、かつ、視覚障害者および身体障害者の使用のためのみ
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にコピーまたはレコードを頒布する使用許諾を任意に付与できるための、標準の書式及び

手続を、規則により定めなければならない。


